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令和２年８月の例月財務監査の結果に基づく措置について、五島市教育長から別紙のと

おり通知を受けたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規

定により公表する。 

 

令和３年６月３０日 

 

                      五島市監査委員 橋 本 平 馬 

                      五島市監査委員 荒 尾 正 登 

 



 

 

 

３五教総第６８０号 

令和３年６月１４日 

 

五島市監査委員 橋 本 平 馬  様    

五島市監査委員 荒 尾 正 登  様    

 

                五島市教育委員会 

教育長 村 上 富 憲 

 

令和２年度例月財務監査結果報告に基づく措置状況について 

 

令和２年１１月２７日付け２五監第６６２号による令和２年度例月財務監査の結果に基

づく指摘事項について、次のとおり措置を講じましたので報告いたします。 

記 

 １ 指摘事項 

(3) 私用電気料、私用水道料及び土地・建物使用料について  

次に掲げる市立小中学校の私用電気料、私用水道料及び土地・建物使用料につい

ては、平成２７年１２月請求分から令和２年１０月請求分までにおいて、アからウ

までに掲げる取扱いがなされ、これらの徴収誤り及び違算により、次の表のとおり

徴収不足が生じている。 

ア 五島市立玉之浦中学校の私用電気料については、平成３１年４月１日に総務

企画部情報推進課が所管していた光情報通信網設備を民間企業に譲渡したこ

とに伴い、同校に設置している機器の私用電気料を算出するに当たり、電気料

の基本料金が使用量により変動しないため市が負担すべきであるとの理由に

より、基本料金を電気使用量に応じ按分して徴収していない。 

また、発電機の土地使用料については、市の各支所（玉之浦支所を除く。）に

おいて、五島市行政財産使用料条例（平成１６年五島市条例第８１号）第２条

の規定により、公有財産貸付事務処理手順（平成２５年２月７日付け２４五財

第１１７６号財政課長通知）に基づき、固定資産仮評価額で算出しているが、

民間企業が電気通信事業者であることから、電気通信事業法施行令（昭和６０

年政令第７５号）別表第１の２の表その他の設備の項宅地の欄に規定する金額

を適用して徴収している。 

イ 旧五島市立岳小学校の私用電気料及び私用水道料については、民間企業に校

舎の一部の使用を許可したことに伴い、所管課の認識不足により、電気料及び

水道料の基本料金を電気使用量及び水道使用量に応じ按分して徴収していな

い。さらに、電気及び水道の使用がなかった月の基本料金については、１１か



 

 

 

月分の電気料及び２か月分の水道料を全額徴収していない。 

また、建物の使用料については、建物の残存価格を算出する際、五島市行政

財産使用料条例第２条の規定により、公有財産貸付事務処理手順に基づき、建

物の取得価格に定額法の耐用年数４７年の償却率０．０２２及び経過年数等を

乗じて算出すべきところ、耐用年数から経過年数を差し引いた残存年数を耐用

年数で除した割合等を取得価格に乗じて算出している。さらに、平成３０年度

の土地の使用料については、固定資産仮評価額により算出しているが、建物の

使用料を算出する際の土地使用料とグラウンドの土地使用料の固定資産仮評

価額が相違している。 

ウ 旧五島市立平成小学校の私用電気料及び私用水道料については、社会福祉法

人に校舎の一部の使用を許可したことに伴い、電気料及び水道料の基本料金が

使用量により変動しないため市が負担すべきであるとの理由により、これらの

基本料金をそれぞれの使用量に応じ按分して徴収していない。 

私用電気料及び私用水道料の徴収に当たっては、公有財産貸付事務処理手順に基

づき、実費徴収となるよう基本料金についても電気使用量及び水道使用量に応じて

按分し、アの発電機の土地使用料については、電気通信事業法施行令別表第１の２

の表その他の設備に該当するのか確認のうえ、その他の設備に該当しないのであれ

ば、五島市行政財産使用料条例第２条の規定により固定資産仮評価額で算出し、イ

の旧五島市立岳小学校の建物使用料については、同事務処理手順に基づき建物の取

得価格に定額法の耐用年数４７年の償却率０．０２２及び経過年数等を乗じて算出

して徴収すべきである。また、平成３０年度の土地の使用料については、グラウン

ドの土地使用料の固定資産仮評価額を採用して、建物の使用料を算出する際の土地

使用料を算出すべきである。これらにより試算すると不足額６７０，７４９円とな

るので、精査して額を確定のうえ速やかに追加徴収されたい。 



 

 

 

私用電気料、私用水道料及び土地・建物使用料不足額一覧 （単位:円）

1

2

3

4

5

6

7

8

民

間

企

業

令和２年度 計 備考

玉之浦中学校 6月請求分から 10月請求分まで

区　　分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

0 0 0 平成31年4月1日から使用許可

173,258146,329 26,929

0

計　① 146,329 26,929 173,258

0 0

旧岳小学校 12月請求分から 10月請求分まで

23,471 26,824 40,236 33,716 23,905
民

間

企

業

電気料

3,672 11,016 10,098 11,016 11,016 5,142 51,960 基本料金分

161,564 基本料金の半額分

280,007 平成30年1月1日から使用許可

計　② 17,084 34,487 43,776 143,656 139,586 114,942 493,531

6,854 92,404 94,854 85,895校舎使用料

水道料

13,412

旧平成小学校
7月請求分から

10月請求分まで

0

水道料

0電気料

（注）

　旧平成小学校の電気料は、子メーターを8月に設置したため、令和2年6月から8月使用月は同年5月の使用量から差し引いて

民間企業の使用量を算出している。

　旧岳小学校の校舎使用料については、定額法の耐用年数47年、償却率0.022及び経過年数等を乗じて算出している。

合計④（①+②+③） 17,084 34,487 43,776 143,656 285,915 145,831 670,749

計　③ 3,960 3,960

社

会

福

祉

法

人

3,960

　旧平成小学校の水道料は、学校施設の体育館の使用があるため、基本料金を使用量による按分で確認できない。

　旧平成小学校の水道料は、建物の使用は令和2年6月1日からであるが、同年7月請求分の水道使用期間は同年5月17日から同

年６月21日までである。

　旧岳小学校の土地の使用料については、文書保存期間が3年であったため、平成27年度及び平成28年度の確認ができなかっ

た。

電気料

校舎使用料

発電機

　旧岳小学校の水道料の令和2年9月分は、市が体育館を避難所として使用しているが、校舎と体育館のメーターが同じであ

るため、使用料を把握できないことから基本料金の半額を徴収することとしている。

　旧岳小学校の平成27年度の私用電気料及び私用水道料については、調定額の合計は73,650円だが、教育委員会事務局総務

課から提出された書類等の合計は70,842円である。この差額2,808円は請求書がないため確認ができなかった。

　旧岳小学校の平成28年度の私用電気料については、調定額の合計と、教育委員会事務局総務課から提出された書類等の合

計と一致したが、平成28年6,7,9,11月の請求書がないため確認ができなかった。

0 令和2年6月1日から使用許可0校舎使用料

3,960

 

【講じた措置】 

  ［教育委員会事務局総務課］ 

ア 五島市立玉之浦中学校の私用電気料金については、平成３１年４月使用分まで遡

及し、報告どおりに基本料金を使用量に応じて按分した金額を請求し納付を確認し

ています。発電機の土地使用料については、財政課に確認し電気通信事業法施行令

別表第１の２の表その他の設備に該当するとの結論により、これまでどおり同法が

定める金額を適用し徴収しています。 

 

  イ 旧五島市立岳小学校の私用電気及び水道の基本料金については、令和２年度の使

用許可書に電気基本料金については半額を、水道基本料金については全額を市が負

担すると特記しているため徴収することはできませんが、令和３年度分については

全額徴収しています。 

    建物使用料については、平成２９年度分から報告のとおり請求し、平成３０年度

分の土地使用料についても土地使用料の固定資産仮評価額を採用して報告どおりに

請求し納付を確認しています。 

 



 

 

 

  ウ 旧五島市立平成小学校の私用電気及び水道料金については、令和２年６月使用分

まで遡及し、報告どおりに基本料金を使用量に応じて按分した金額を請求し納付を

確認しています。 

 

(4) 奈留離島開発総合センター使用料について 

奈留離島開発総合センター（以下「奈留総合センター」という。）の公民館主事で

ある分任出納員（以下「センター分任出納員」という。）が収納した奈留総合センタ

ーの使用料（以下「センター使用料」という。）については、センター分任出納員が

奈留支所の支所長である出納員（以下「支所長出納員」という。）に払い込み、支所

長出納員が自己名義の払込書により収納代理金融機関に払い込んでいるが、次のと

おり適正でない。 

ア センター分任出納員が収納した現金については、五島市財務規則（平成１６

年五島市規則第４３号。以下「財務規則」という。）第１０６条の規定により翌

日までに指定金融機関等に払い込まなければならず、また、他の出納員（分任

出納員を含む。以下このアにおいて同じ。）が収納した現金の払込みを指定金融

機関等に代わって受け、又は当該現金を他の出納員から更に収納し、若しくは

預かって指定金融機関等に払い込むことは、出納員の権限とされていない。 

イ センター分任出納員は、支所長出納員が指名している。 

しかしながら、 

(ｱ) 分任出納員の指名については、財務規則別表第２支所の項の規定により

「分任出納員になるべき者」は「所属職員のうちから支所長が指名する者」

とされているところ、センター分任出納員である奈留総合センターの公民館

主事は教育委員会事務局生涯学習課の職員であり、支所の所属職員ではない

から、その指名には効力がない。 

(ｲ) 支所長出納員の受任事務については、財務規則別表第１支所の項出納員

が委任を受ける事務の欄にその所掌に係る使用料の収納事務が掲げられて

いるところ、奈留総合センターの管理に関する事務は、五島市教育委員会に

対する事務委任規則（平成１６年五島市規則第１８８号）第１７号の規定に

より市長から教育委員会に委任されているから、センター使用料の収納事務

は、支所長出納員の受任事務ではなく、支所長出納員は、当該収納事務を分

任出納員に委任することもできない。 

ウ 財務規則別表第１は、生涯学習課の課長（以下「生涯学習課長」という。）で

ある出納員（以下「生涯学習課長出納員」という。）が会計管理者から委任を受

ける事務としてセンター使用料の収納事務を掲げるところ、生涯学習課長出納

員は、その所属職員である奈留総合センターの公民館主事を分任出納員（セン

ター分任出納員）に指名していない。したがって、奈留総合センターの公民館



 

 

 

主事は、現金を収納することができない。 

ところで、五島市教育委員会事務局処務規則（平成１６年五島市教育委員会

規則第７号。以下「事務局処務規則」という。）は、第２条において教育委員会

事務局に生涯学習課及び分室を置き、奈留総合センターの管理に関する事務を

第３条生涯学習課生涯学習推進班の項第４号及び同条分室教育振興係の項第

１４号に掲げて生涯学習課及び分室の双方の分掌事務としており、第９条にお

いて生涯学習課長及び分室の分室長（以下単に「分室長」という。）の専決権及

び代決権を同一としている。したがって、生涯学習課及び分室の所掌事務の一

部並びに生涯学習課長及び分室長の権限の一部が重複している状況にある。一

方、財務規則は、第３条から第３条の５までにおいて出納員等の設置、任命、

事務の委任等について規定しているところ、別表第１は、出納員になるべき者

の職の欄に生涯学習課長を掲げるが、分室長を掲げておらず、したがって、分

室長は、出納員に任命されていない。また、財務規則別表第２は、別表第１の

規定により分室長を出納員に任命しないことから、分任出納員の設置箇所の欄

に分室を掲げていない（したがって、分室には分任出納員が設置されない）に

もかかわらず、教育委員会事務局の項分任出納員になるべき者の欄に「所属職

員のうちから分室長が指名する者」を掲げている。 

このように、事務局処務規則においては、所掌事務及び所管の長の権限の一

部が重複していることから、その責任の所在が不明確になるおそれがあり、財

務規則においては、出納員及び分任出納員の設置等に関する規定について不備

がある。 

また、出納員及び分任出納員は、会計管理者の補助職員であるが、市長の補

助職員のうちから任命するのであるから、歳入の収納事務を受任する出納員及

び分任出納員は、収納事務を一元化する場合は格別、当該歳入に係る調定等の

収入に関する事務を所掌する組織の職員のうちから任命することが合理的、効

率的である。したがって、センター使用料の収納事務については、奈留総合セ

ンターの管理に関する事務を分掌し、予算及び経理に関する事項について専決

権及び代理権を有する奈留分室の分室長を出納員に任命し、当該出納員から分

任出納員に委任することとすべきである。 

なお、出納員は、分任出納員に権限を委任した限度において自らはその事務

を処理する職務権限を有しなくなり、委任を受けた分任出納員は、委任された

事務について当該団体の内部・外部を問わず自己の名と責任においてこれを処

理することとなるから、責任関係を明らかにする意味からいっても、個々の職

員を辞令形式により任命することが適当であって、規則で一定の職にある者が

当然に出納員その他の職員に充てられるとすることは適当でないとされてい

る（昭和３８年１２月１９日付け自治丁行発第９３号各都道府県総務部長宛て



 

 

 

行政課長通知）ことも踏まえ、公金の取扱いについては、法令の規定に基づき

適正となるよう例規を整備されたい。 

 

 

 【講じた措置】 

  ［教育委員会事務局生涯学習課］ 

    これまで生涯学習課及び奈留分室の双方の分掌事務としていた「奈留離島開発総 

合センターの管理運営に関すること」については、奈留分室のみの分掌事務とする 

内容で、五島市教育委員会事務局処務規則を改正し、令和３年４月１日から施行し 

ています。 

    また、出納員となるべき者とされていなかった分室長を出納員に追加し、所属職 

員のうちから分任出納員を指名できるよう五島市財務規則を改正し、同じく４月１ 

日から施行、運用しています。 

    なお、奈留支所長の指名する分任出納員となっていた奈留離島開発総合センター 

の会計年度任用職員については、財務規則が改正されるまでの間、生涯学習課長が 

指名する分任出納員に改めました。 

 

［教育委員会奈留分室］ 

    奈留離島開発総合センター使用料の収納については、五島市教育委員会事務局処

務規則及び五島市財務規則の改正を受けて、令和３年度より教育委員会奈留分室出

納員（分室長）が、同センター会計年度任用職員を分任出納員に指名し収納を行い

指定金融機関に払い込みを行っています。 

 


